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ウ 環在の労働契約に関するル-ルの間題点一

上記イ.のとおり.,.労働契約に関しても労使当事者の対等な立場での自主

的な決定を促遮する公正かつ透明なル-ルを設定する必要があるが-現在

の労働契約に関するル-ルについては以下のような間題があるD

くア1判例法理の限界

現在,労働契約をめぐるル-ルは判例港理に委ねられている部分が多

いが,判例によるル-ルは個別の事案に対する解決の積み重ねでありl

その内容もrく新たに作成又は変更された就業規則のJ当該規則条項が合

理的.なも.のである限り..個々の労働者におも1て,これに同意しないこと

を理由としてlその適用を拒否することは許さ.れなv-J等の抽象自ぬも

のが多いた軌真体的な事案に適用する場合の予測可能性が低く, -般

的に労痩当事者の行為森轟とねな-如こくい.-rまた.,判励法理は既存の法

体系を前提に判決当時の社会通念を踏まえて形成されたものである.とこ

ろ,今日の労働蘭係の下におけるより適切なル-ルを定立する必要性が

高まっている.

くイJ労働葵蔚に関するル-ルを既存め睦律B羊定めることめ膜界-

労働草準蔭はl最低基準としての労働条件を保障する観点からIl特に

賃金や労働時間のような1労働者の生括に与える影響が大きく客観的で
-律の基準を設定するこ.とが可能な事項を中心にl罰則及び監督指導に

より履行を確保してきたo しかしpl労働契約に関する-般的なル-ルを.

定める法律がほかにないことから,解雇権濫用法理のように労働契約に

関するル-ルであって罰則及び監督指導.を前提としないものまで同法で

規定するようになっている.

.今後1純然たる民事的効力を定めp18規定を更に労働基準法に盛り込む

-とすれば1罰則と監督持導によって労働条件の最低基準を保障する労働

基準法におt,1-C性格の異なる規定が増加し,法律の体系性が損なわれる

こととなるoまた-労働契約に関するル-ルに杜労働基準法第13条の犀

める強行的.直律的効力とは異なるより多様な民事的効力も考えられる

ところ,これを現行の労働基準法に敢り込むことは必ずしも適当ではな

Vl.,

労働契約法制の必要性

労働契約綾制の必要性

以上のような状況の変化及び問題点を踏まえl労働関係が公正で透明な


